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自己負担限度額負担
割合区　　分

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）
８０,１００円＋１％（※１）

４４,４００円３割一定以上所得者
４４,４００円（※２）
４４,４００円１２,０００円

１割
一　　　般

２４,６００円
８,０００円

低所得Ⅱ
１５,０００円低所得Ⅰ

※１　「１％」は一定の限度額（２６７，０００円）を超えた医療費の１％。
※２　過去１２か月に４回以上、高額医療費の支給があった場合の４回目以降の限度額。

○○老老 
老
人
保
健
制
度

老
人
保
健
制
度

表１　○老 入院時の食事代（１食につき）

金　額区　　　　分

２６０円
一定以上所得者（※１）

一　　　　　般

２１０円９０日までの入院低所得Ⅱ
（※２） １６０円９０日を超える入院（※４）

１００円低所得Ⅰ（※３）

※１　現役世代の平均的収入以上の所得がある方（住民
税の課税所得が１４５万円以上）とその世帯に属する
方。

　　　ただし、年収が２人世帯などで５２０万円未満、単身
世帯で３８３万円未満の方は、申請により「一般」の
区分になります。

※２　世帯全員が住民税非課税の方。
※３　世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経

費・控除を差し引いたときに０円になる方（単身
世帯で年金収入のみの場合…約８０万円以下）。

※４　入院は過去１２か月の間です。申請が必要です。

表２　○老 １か月の自己負担限度額

対　

象　
　

歳
以
上
の
方
で
、

６５

６
か
月
以
上
ね
た
き
り
の
状
態

で
、
常
時
お
む
つ
な
ど
を
使
用

し
て
い
る
方

※
介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施

設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）

に
入
所
（
入
院
）
し
て
い
る
方
、

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
、

そ
の
他
の
制
度
で
お
む
つ
代
の

助
成
・
補
助
を
受
け
て
い
る
方

を
除
く
。

助
成
内
容　

申
請
月
か
ら
、
月

額
６
千
円
を
助
成

※
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
助
成
は
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ね
た
き
り

状
態
お
よ
び
お
む
つ
の
使
用
期

間
が
、
６
か
月
未
満
の
場
合

は
、
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
方
法　

次
の
も
の
を
持
参

の
う
え
、
問
合
せ
先
へ

�
申
請
者
（
介
護
を
し
て
い
る

家
族
）
と
対
象
者
（
ね
た
き
り

高
齢
者
）
の
印
鑑

�
お
む
つ
使
用
証
明
書
（
市
指

定
の
書
類
）
ま
た
は
、
お
む
つ

代
の
領
収
書（
直
近
６
か
月
分
）

※
対
象
者
の
身
体
状
況
に
よ

り
、
提
出
す
る
も
の
が
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証

�
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の

（
郵
便
局
は
不
可
）

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

�
�

�
�
�

　

老
人
保
健
制
度（
老
人
医
療
）

は
、
高
齢
者
が
医
療
機
関
な
ど

に
か
か
る
と
き
の
負
担
を
軽
く

し
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
は
、　

歳
以
上
の
方

７５

（
昭
和
７
年
９
月　

日
以
前
に

３０

生
ま
れ
た
方
を
含
む
）
と
、　

６５

歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
の
あ

る
方
で
す
。

 　

○老
 

医
療
受
給
者
で
、
平
成　
１８

入

院

前

に

○老
 

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
申
請
を

�

�

�

�
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��������
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年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
、
申
請
す
る
と
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
入

院
時
に
病
院
な
ど
の
窓
口
に
こ

の
証
を
提
示
す
る
と
、
１
食
当

た
り
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま

す
（
表
１
）。
ま
た
、
医
療
費
の

１
か
月
の
自
己
負
担
限
度
額
も

減
額
さ
れ
ま
す
（
表
２
）。

　

な
お
、
本
人
お
よ
び
世
帯
員

の
中
に
住
民
税
の
申
告
を
し
て

い
な
い
方
が
い
る
と
、
非
課
税

世
帯
で
あ
る
確
認
が
で
き
な
い

た
め
、
認
定
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
住
民
税
の
申
告
を
し
て
い

な
い
方
は
、
平
成　

年
中
の
所

１７

得
を
確
認
で
き
る
も
の
（
年
金

の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
持
参

の
う
え
、
税
務
課
（
市
役
所
２

階
）
ま
た
は
、
東
部
・
西
部
出

張
所
で
住
民
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

 　

交
通
事
故
や
傷
害
な
ど
他
人

（
第
三
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て

受
け
た
け
が
や
病
気
の
医
療
費

は
、加
害
者
負
担
が
原
則
で
す
。

　

し
か
し
、
老
人
保
健
医
療
受

交
通
事
故
な
ど
の

け

が

の

治

療

を

受

け

る

と

き

は
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給
者
は
、
老
人
保
健
に
届
け
出

る
こ
と
で
、
保
険
診
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場

合
、
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
医

療
費
を
老
人
保
健
が
一
時
的
に

立
て
替
え
て
、
あ
と
か
ら
加
害

者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
け
が
な

ど
を
保
険
診
療
で
治
療
す
る
場

合
は
、
必
ず
問
合
せ
先
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
に
は
、
第
三
者
行
為

に
よ
る
傷
病
届（
所
定
の
様
式
）

と
、
交
通
事
故
証
明
書
が
必
要

で
す
。

 　

○老
 

医
療
受
給
者
証
ま
た
は

○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変

更
に
な
っ
た
方
は
、
届
け
出
が

必
要
で
す
。
新
し
い
健
康
保
険

証
と
○老
 

医
療
受
給
者
証
ま
た

は
○福
 

医
療
証
を
持
参
の
う
え
、

問
合
せ
先
ま
た
は
、東
部
・
西
部

出
張
所
、
動
く
市
役
所
に
早
め

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

健

康

保

険

証

が

変

わ

っ

た

ら

届

け

出

を
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東
京
都
の
○福
 

老
人
医
療
費

助
成
制
度
は
、
平
成　

年
６
月

１９

末
で
終
了
と
な
り
ま
す
。

　

都
外
診
療
な
ど
の
立
て
替
え

や
高
額
医
療
費
（
該
当
の
方
に

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
）

の
申
請
は
、
平
成　

年
７
月
以

１９

降
は
、
東
京
都
が
窓
口
に
な
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
問
合
せ
先

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
に
な
る
と
、
高
齢
受
給

７０
者
証
が
健
康
保
険
か
ら
交
付
さ

れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
加
入
し

て
い
る
健
康
保
険
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

  　

小
平
消
防
署
で
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
を
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
か

ら
守
る
た
め
、
火
災
の
予
防
、

警
戒
を
は
じ
め
、
交
通
・
労
災

○福
 

老
人
医
療
費

助

成

制

度

が

終

了

し

ま

す

消
防
署
の
仕
事

事
故
な
ど
に
対
す
る
救
助
・
救

急
業
務
、
震
災
へ
の
対
策
、
台

風
な
ど
の
水
防
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の

防
火
指
導
、
災
害
時
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
消

防
協
力
者
の
育
成
な
ど
、
地
域

の
防
災
行
動
力
の
向
上
に
向
け

た
業
務
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

防
火
・
防
災
に
関
す
る
こ
と

な
ど
、
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課

指
導
調
査
係
�　

（
３
４
１
）

０４２

０
１
１
９

 
と　

き　

３
月　

日
（
金
）　

２３

午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ　

小
平
消
防
署

費　

用　

１
千
４
百
円
（
テ
キ

ス
ト
・
人
工
呼
吸
用
マ
ス
ク
代
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

定　

員　
　

人
３０

内　

容　

新
心
肺
蘇
生
法
（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
の
取
り
扱

い
を
含
む
）

※
動
き
や
す
い
服
装
（
ス
カ
ー

ト
不
可
）
と
靴
で
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

※
修
了
者
に
は
、
後
日
、
救
命

普
通
救
命
講
習

技
能
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

申
込
み　

小
平
消
防
署
警
防
課

救
急
係
へ
�　

（
３
４
１
）
０

０４２

１
１
９

 　

警
視
庁
で
は
、
少
年
の
家
出

や
非
行
問
題
な
ど
で
お
悩
み
の

方
に
、
電
話
や
面
接
に
よ
り
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

�
警
視
庁
少
年
育
成
課
立
川
少

年
セ
ン
タ
ー

と　

き　

▽
平
日
…
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

相
談
電
話　

�
０
４
２
（
５
２

２
）
６
９
３
８

�
警
視
庁
家
出
人
相
談
室

と　

き　

▽
平
日
…
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

相
談
電
話　

�　

（
３
５
９
２
）

０３

１
６
４
０

�
ヤ
ン
グ
・
テ
レ
ホ
ン
・
コ
ー

ナ
ー

と　

き　

▽
平
日
…
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
８
時

３０▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
…
午

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

相
談
電
話　

�　

（
３
５
８
０
）

０３

４
９
７
０

問
合
せ　

警
視
庁
家
出
人
相
談

室
�　

（
３
５
９
２
）１
６
４
０

０３
家
出
人
・
少
年
相
談

窓

口

の

開

設

　

日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
で
、

２０

６０

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方
は
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が

必
要
で
す
の
で
、
市
役
所
の
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

（
退
職
日
の
翌
日
か
ら
再
就
職

し
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
に
加
入
す
る
方
を
除
く
）。

　

ま
た
、
退
職
後
に
、
厚
生
年

金
保
険
ま
た
は
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
配
偶
者
の
扶
養
に

な
る
方
は
、
国
民
年
金
第
３
号

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
配
偶
者
の
勤
務
先
を
通

じ
て
、
加
入
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
１
、
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２

２
（　

）
１
４
１
１

５６

 　

バ
イ
ク
な
ど
に
か
か
る
軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

使
用
し
な
い
車
両
や
使
用
不

能
な
車
両
を
お
持
ち
の
方
は
、

３
月　

日
（
金
）
ま
で
に
廃
車

３０

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
次
の
窓
口
で
手
続
き
を

▽
百　

�
以
下
の
二
輪
車
…
市

２５

役
所
税
務
課
庶
務
係

▽
百　

�
を
超
え
る
二
輪
車
…

２５

東
京
陸
運
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
�
０
５
０
（
５

５
４
０
）
２
０
３
３

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪
車
…
軽
自

使

用

し

な

い

バ

イ

ク

な

ど

は

３

月

中

に

廃
車
の
手
続
き
を

か
ら

販
売
場
所　

市
内　

郵
便
局

１８

価　

格　

１
シ
ー
ト
１
千
２
百

円発
行
部
数　

３
千
シ
ー
ト
（
予

定
）

内　

容　

１
シ
ー
ト　

円
切
手

８０

×　

枚
１０

問
合
せ　

た
か
の
台
駅
前
郵
便

局
�　

（
３
４
３
）
５
３
１
４

０４２

動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
�
０

４
２
（
５
２
５
）
４
３
６
０

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

 
�
平
成　

年
度
加
入
申
込
み
受

１９

付
中

　

平
成　

年
度
を
も
っ
て
、
市

１８

内
在
住
の
小
・
中
学
生
、
消
防

団
員
の
公
費
負
担
に
よ
る
加
入

を
廃
止
し
ま
す
。

　

今
後
は
、
万
一
の
交
通
事
故

に
備
え
、
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）

公
費
負
担
を
廃
止

加
入
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
手
続
き
は
、
加
入
申
込
書

に
会
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

申
込
み
先　

▽
市
内
の
金
融
機

関
（
郵
便
局
を
除
く
）

▽
三
井
住
友
銀
行
東
大
和
支
店

▽
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
国
分

寺
支
店

▽
市
役
所
１
階
会
計
課
窓
口

（
加
入
申
込
書
は
１
階
高
齢
者

福
祉
課
医
療
係
に
あ
り
ま
す
）

▽
東
部
・
西
部
出
張
所

▽
動
く
市
役
所

※
加
入
申
込
書
は
、
申
込
み
先

の
ほ
か
、公
民
館
、図
書
館
、
地

域
セ
ン
タ
ー
に
も
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
ち
ょ
こ
っ
と
共

済
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p：

//www.ctv-tokyo.or.jp

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

 　

小
平
市
の
四
季
折
々
の
風
景

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
フ
レ
ー
ム
切
手
「
こ
だ
い
ら

の
四
季
折
々
」を
販
売
し
ま
す
。

販
売
開
始
日　

３
月　

日（
火
）

２０

「
こ
だ
い
ら
の

四
季
折
々
」
を
販
売

オ
リ
ジ
ナ
ル
切
手

�

�

�

�

������������

������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

作
り
が
で
き
た
り
、
か
ら

す
に
突
つ
か
れ
る
心
配
も

な
く
な
り
ま
す
。

　

生
ご
み
処
理
機
器
の
購

入
に
は
補
助
金
の
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
の

あ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
生
ご
み
処
理
機

器
は
、
機
種
に
よ
っ
て
使

用
方
法
や
効
果
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
販
売
店
な
ど

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ご
み
減
量
対
策

課
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

３
５

　

生
ご
み
を
か
ら
す
が
食

い
散
ら
か
さ
な
い
よ
う
に

対
策
を
し
て
も
、
効
果
が

で
な
い
と
き
は
、
生
ご
み

処
理
機
器
の
利
用
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　

野
菜
く
ず
や
残
飯
な
ど

を
可
燃
ご
み
に
出
さ
ず

に
、
生
ご
み
処
理
機
器
を

使
う
と
、
ご
み
の
量
が
減

っ
た
り
、
簡
単
に
た
い
肥

生
ご
み
を
出
す
と
き
の

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

か

ら

す

編

�

退
職
し
た
と
き
は

国

民

年

金

の

手

続

き

を

国
民
年
金

〈見　本〉
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